（別紙３）

年　　月　　日

誓　約　書

　長崎大学におけるネーミングライツ事業の設定等に関する基本方針「７．応募資格」に該当するかどうかについて、あてはまるものにチェック（☑）をしてください。
	規制業種又は事業者
	該　当
す　る
	該　当
しない

	① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
	☐
	☐

	② 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
	☐
	☐

	③ 社会問題をおこしているもの
	☐
	☐

	④ 暴力団（暴力団による不当な行為の防止に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
	☐
	☐

	⑤ 消費者金融業及び事業者金融業
	☐
	☐

	⑥ 賭け事に係わる業種に属する事業を行うもの
	☐
	☐

	⑦ 政治団体
	☐
	☐

	⑧ 宗教団体
	☐
	☐

	⑨民事再生法（平成11年法律第225号）及び会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生又は再生手続きを行っているもの
	☐
	☐

	⑩ 国税、地方税等を滞納しているもの
	☐
	☐



上記のとおり、相違ないことを誓約します。

国立大学法人長崎大学　学長　殿
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住	所		
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